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〜遊休農地は地域環境悪化の原因です～

遊休農地を解消しましょう！

STOP!STOP!

農
業
委
員
会
で
は
、
毎
年
遊
休
農
地
等
の
状
況
を
把
握
す
る
為
、

農
地
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
利
用
状
況
を
調
査
し
て
い
ま
す
。
遊
休

農
地
の
所
有
者
の
方
に
は
通
知
を
行
い
、
農
地
の
適
正
管
理
を
お
願

い
し
て
い
ま
す
。
遊
休
農
地
は
、
非
生
産
的
で
あ
る
ば
か
り
で
な

く
、
病
害
虫
の
発
生
場
所
と
な
っ
た
り
、
ゴ
ミ
が
不
法
投
棄
さ
れ
る

等
、
周
辺
に
お
住
ま
い
の
方
の
迷
惑
で
も
あ
り
ま
す
。
農
地
所
有
者

の
方
に
は
、
雑
草
等
で
荒
れ
る
前
に
、
日
頃
か
ら
除
草
や
耕
耘
に
努

め
て
く
だ
さ
る
よ
う
、
お
願
い
し
ま
す
。

利
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税
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毎
年
７
月
か
ら
８
月
に
実
施
し
ま
す
。
調
査
に
当
た
っ
て

は
、
農
地
に
立
ち
入
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

遊
休
農
地
の
所
有
者
の
方
を
対
象
に
、
土
地
の
利
用
意
向
を
伺

い
ま
す
。

遊
休
農
地
を
放
置
、
又
は
利
用
意
向
調
査
に
回
答
が
な
く
、
６
ヶ
月
経

過
し
た
場
合
、
所
有
者
に
対
し
て
農
地
中
間
管
理
機
構
と
の
協
議
勧
告
を

行
い
ま
す
。
さ
ら
に
１
月
１
日
時
点
で
勧
告
が
行
わ
れ
て
い
る
と
、
そ
の

年
の
固
定
資
産
税
が
１
・
８
倍
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
下
さ
い
。
但

し
、
農
地
中
間
管
理
機
構
へ
貸
し
付
け
る
意
向
が
示
さ
れ
れ
ば
、
課
税
強

化
は
行
わ
れ
ま
せ
ん
。

①②③
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農地を貸したい方、借りたい方 募集しています

農地中間管理機構

（千葉県園芸協会）

借受貸付

●
農
業
か
ら
の
引
退
を
考
え
て
い
る
。

●
相
続
し
た
農
地
の
管
理
に
困
っ
て
い
る
。

何
ら
か
の
事
情
で
農
地
を
貸
し
出
し
た
い
方

は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
か
？

農
地
中
間
管
理
機
構
（
公
益
社
団
法
人
千
葉

県
園
芸
協
会
）
が
農
地
の
借
り
手
を
探
し
、
賃

料
支
払
い
等
の
仲
介
を
行
い
ま
す
。

出
し
手
は
、
地
域
の
農
地
の
一
定
割
合
（
２

割
超
）
を
機
構
に
貸
し
出
す
場
合
、
個
人
が
一

定
の
要
件
（
連
続
し
た
２
筆
以
上
の
農
地
を
貸

す
）
を
満
た
す
場
合
、
離
農
す
る
場
合
な
ど
、

協
力
金
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

担
い
手
は
、
機
構
か
ら
ま
と
ま
っ
た
農
地
を

借
り
て
集
約
化
で
き
る
他
、
出
し
手
が
複
数
の

場
合
で
あ
っ
て
も
契
約
は
機
構
と
結
ぶ
だ
け
で

賃
借
料
支
払
い
の
事
務
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

耕
作
し
き
れ
な
い
農
地
を
貸
し
出
し
た
い

方
、
農
地
を
借
り
て
規
模
拡
大
を
検
討
さ
れ
て

い
る
方
、
先
ず
は
農
地
中
間
管
理
機
構
へ
ご
相

談
下
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

農
地
中
間
管
理
機
構

（
公
益
社
団
法
人
千
葉
県
園
芸
協
会
）

電
話

０
４
３

２
２
３

３
０
１
１
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農地を転用するときはどんな手続きをすればいいの？

〇
農
地
転
用
と
は
？

田
や
畑
な
ど
の
農
地
を
、
住
宅
や
駐
車
場
、
資
材
置
場
な
ど
農
地
以
外
の
目

的
で
使
用
す
る
こ
と
を
「
農
地
転
用
」
と
言
い
ま
す
。
ま
た
、
盛
土
な
ど
に
よ

る
造
成
を
行
う
場
合
も
、
や
は
り
農
地
転
用
に
該
当
し
ま
す
。

な
お
、
農
地
転
用
に
は
所
定
の
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
予
め
農

業
委
員
会
ま
で
ご
相
談
下
さ
い
。

〇
無
断
で
農
地
転
用
す
る
と
？

農
地
法
違
反
と
な
り
、
工
事
の
中
止
や
原
状
回
復
、
３
年
以
下
の
懲
役
ま
た

は
３
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
を
科
せ
ら
ま
す
。

〇
農
業
用
施
設
を
設
置
す
る
場
合
は
？

農
機
具
や
肥
料
を
収
納
す
る
為
の
農
業
用
施
設
を
農
地
に
設
置
す
る
場
合
、

所
定
の
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
予
め
農
業
委
員
会
ま
で
ご
相
談
下

さ
い
。

内容 農地法 申請者

農地を農地のまま売買、

又は貸借する場合
第３条

売主（貸し主）

買主（借り主）

両方

自分名義の農地を転用する

場合
第４条 所有者

他人名義の農地を売買、

又は貸借して転用する場合
第５条

売主（貸し主）

買主（借り主）

両方

● 農地法 第３条

柏市の許可 … 毎月２５日頃 締切

● 農地法 第４条・第５条（市街化区域）

柏市への届出 … 随時受付

● 農地法 第４条・第５条（市街化調整区域）

千葉県の許可 … 毎月２５日頃 締切

※ 締切日の１週間前までに農業委員会へご相談下さい。

※ 各月の締切日は４頁の日程表をご確認下さい。
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農地転用許可後は、忘れずに登記手続を！

農
地
転
用
の
許
可
を
受
け
れ
ば
、
地
目
が
自
動
的
に
変
わ
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

工
事
完
了
後
、
忘
れ
ず
に
法
務
局
に
て
地
目
変
更
登
記
を
し
て
下
さ
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
工
事
完
了
後
に
「
転
用
事
実
確
認
証
明
願
」
を
農
業
委
員
会
に
提
出
し
た
後
、

証
明
書
を
受
け
、
法
務
局
に
て
地
目
変
更
登
記
申
請
書
に
添
付
し
て
頂
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
地
目
や
地
積
が
変
わ
っ
た
場
合
、
土
地
所
有
者
は
１
ヵ
月
以
内
に
変
更
登
記
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
登
記
を
怠
っ
た
場
合
は
１
０
万
円
以
下
の
罰
金
を
科
せ
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

千葉地方法務局 柏支局

千葉県柏市柏６丁目１０−２５ 電話０４ ７１６７ ３３０９

午前８時３０分から午後５時１５分まで（土日祝日年末年始除く）

国道１６号

柏 駅

農家基本台帳の提出

お送りした

封筒の見本

農業者年金 現況届の提出

【
提
出
先
】

柏
市
農
業
委
員
会
事
務
局

柏
市
柏
５
丁
目
１
０
番
１
号

柏
市
役
所

別
館
４
階

７
月
下
旬
に
農
家
の
皆
さ
ん
へ
「
農
家
基
本
台

帳
」
を
お
送
り
し
ま
し
た
。
同
封
の
記
載
要
領
を

ご
確
認
頂
き
、
必
要
事
項
を
記
入
・
押
印
の
上
、

ご
提
出
下
さ
い
。

農
業
者
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、
年
金
受

給
資
格
の
有
無
に
つ
い
て
農
業
者
年
金
法
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
年
１
回
「
現
況
届
」
を
提
出
す
る

こ
と
で
確
認
を
行
い
ま
す
。

期
限
内
に
提
出
さ
れ
な
い
場
合
、
年
金
の
支
払
い

が
差
し
止
め
と
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
未
だ

提
出
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
至
急
ご
提
出
下
さ
い
。

【
提
出
先
】

柏
市
農
業
委
員
会
事
務
局

柏
市
柏
５
丁
目
１
０
番
１
号

柏
市
役
所

別
館
４
階
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柏
市
農
業
委
員
会
の
総
会
等
日
程
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
。
申
請
締
切
日
は
原
則
と

し
て
毎
月
２
５
日
（
土
日
祝
日
の
場
合
は

前
日
）
と
な
り
ま
す
。

な
お
申
請
は
余
裕
を
も
っ
て
締
切
日
の

１
週
間
前
ま
で
に
事
前
ご
相
談
く
だ
さ
る

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

※ 会場は市役所 別館４階 第５会議室を予定していますが、

変更となる場合もあります。

※ 市街化区域の転用届は随時（平日午後４時３０分まで）

受付しています。

令和２年度 農業委員会総会等の日程

令和２年 　７月２２日 （水） 　８月　３日 （月） 　　８月　　４日 （火） 　８月　７日 （金）

〃 　８月２５日 （火） 　９月　２日 （水） 　　９月　　３日 （木） 　９月　８日 （火）

〃 　９月２５日 （金） １０月　５日 （月） １０月　　６日 （火） １０月　９日 （金）

〃 １０月２３日 （金） １１月　４日 （水） １１月　　５日 （木） １１月１０日 （火）

〃 １１月２５日 （水） １２月　２日 （水） １２月　　３日 （木） １２月　９日 （水）

令和２年/令和３年 １２月１７日 （木） １２月２４日 （木） １２月２５日 （金） 　１月　８日 （金）

令和３年 　１月２５日 （月） 　２月　１日 （月） 　　２月　　２日 （火） 　２月　５日 （金）

〃 　２月２５日 （木） 　３月　４日 （木） 　　３月　　５日 （金） 　３月　９日 （火）

〃 　３月２５日 （木） 未定 未定 未定

面接調査現地調査
総会日程申請締切日

調査会日程

農業者年金に加入しませんか？

〜 安心で豊かな老後の為に 〜

老
後
の
暮
ら
し
の
為
に
は
国
民
年
金

（
基
礎
年
金
）
だ
け
で
は
十
分
と
は
言

え
ず
、
生
活
費
は
ご
自
身
で
準
備
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
に
厚
生
年
金
や
共
済
年
金
な
ど
の

上
乗
せ
年
金
が
あ
る
よ
う
に
、
農
業
者

に
は
農
家
の
為
の
農
業
者
年
金
が
あ
り

ま
す
。

農
業
者
年
金
は
積
立
式
の
確
定
拠
出

型
年
金
で
、
加
入
や
脱
退
も
自
由
。
保

険
料
の
額
は
ご
自
身
で
決
め
る
こ
と
が

出
来
ま
す
。
ま
た
税
制
上
の
特
例
が
あ

り
、
一
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
保
険
料

の
助
成
を
受
け
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

メ
リ
ッ
ト
の
多
い
農
業
者
年
金
に
加

入
し
て
、
安
心
で
豊
か
な
老
後
に
備
え

ま
し
ょ
う
。

【
加
入
の
条
件
】

①

６
０
歳
未
満

②

年
間
６
０
日
以
上
農
業
に
従
事

③

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者

【
相
談
先
】

独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金

平
日
（
土
日
祝
日
を
除
く
）

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

電
話
（
０
３
）
３
５
０
２−

３
１
９
９

編
集
委
員
長

谷
田
貝

和

代

副
委
員
長

秋

谷

昌

治

編
集
委
員

関

根

勝

敏

金

子

幸

司

増

田

直

晴

大

宮

茂

男


